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〈表紙写真の説明〉
① 神田下水（千代田区）
　明治17年から建設され、その一部が130年後の今も下水道施設としての機能を果たし続けている我が国初の近代下
水道です。
② 芝浦水再生センター（港区）
　施設の再構築にあわせ、その上部を民間事業者に貸し付け、地域のまちづくりに貢献するとともに、合築の手法で
業務・商業系ビルを建設しています。
③ 旧三河島汚水処分場喞筒（ポンプ）場施設（荒川区）
　下水道分野の遺構では初めて国の重要文化財（建造物）に指定されました。施設の歴史的価値と技術的価値を多くの
方々に体感していただくため、25年4月より一般公開を行っています。
④ 水再生センターイベント
　下水処理場から水再生センターへ名称を変更し10年が経過したことを記念し、夏のセンターイベントにおいて「未来
ポスト～10年後へのメッセージ～」を実施しました。
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※市町単独処理場は、図に示す3ヵ所のほかにも
　町田市に「鶴見川クリーンセンター」「成瀬クリーンセンター」、奥多摩町に「小河内浄化センター」があります。
　八王子、立川、三鷹の単独処理場は、流域下水道に編入する計画です。
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お客さまの安全を守り、
安心で快適な生活を支える

良好な水環境と環境負荷の
少ない都市の実現に貢献する

高度処理

浸水対策

震災対策

再構築

合流式下水道の改善

維持管理の充実

地球温暖化対策

最少の経費で最良のサービスを安定的に提供する
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6 経営計画２０１3
　東京の下水道は、整備・普及から長い年月を経て老朽化した施設が急速に増加する一方、首
都直下型地震や局地的な大雨など、自然災害の脅威も踏まえた対策が急務となっています。ま
た、東京湾や多摩川の水環境改善、省エネルギー化などへの社会的要請も高まっています。
　こうしたことを踏まえ、下水道事業が将来にわたって、その役割を果たしていくために、今
後３か年間（平成25年度から平成27年度）の事業運営の指針であり、都民の皆さまへの約束
である「東京都下水道事業 経営計画２０１３」を策定しました。 この計画では、下水道事業を通
じて東京の現在(いま)を支え、よりよい未来(あす)を創りだしていくという考え方に基づき、
次の3点を経営方針としています。

経営方針１　お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を支えます
　「汚水の処理による生活環境の改善」、「雨水の排除による浸水の防除」及び「公共用水
域の水質保全」という下水道の基本的役割を将来にわたり着実に果たし、局地的な大雨や想
定される最大級の地震へも対応できるよう、下水道の機能を向上させることで、お客さまの
安全を守り、安心で快適な生活を支えていきます。
経営方針２　良好な水環境と環境負荷の少ない都市の実現に貢献します
　良好な水環境を次世代へ引き継いでいくために、海や河川などの水質改善に取り組むとと
もに、温室効果ガスの削減や、太陽光発電をはじめとする未利用・再生可能エネルギーの活
用などを推進することで、世界で最も環境負荷の少ない都市の実現に貢献します。 
経営方針３　最少の経費で最良のサービスを安定的に提供します
　公営企業の経営の原点である公共性と経済性を最大限に発揮し、不断の経営効率化に努め
て経営基盤を強化するとともに、サービスの質を向上することで、将来にわたりお客さまに
最少の経費で最良のサービスを安定的に提供していきます。

※P18維持管理の
　充実を参照

7 区部における主要施策

11

【下水道管の再構築】
　テレビカメラなどにより下水道管内の状態を調査します。調査の結果、損傷している箇所は内部を補強する
更生工法などにより下水道管を再構築します。

◆再構築
　明治時代に始まった区部の下水道事業は、平成6年度末に100％普及概成に至りました。しかし、初期に整備
した施設の老朽化が進んでいます。
　お客さまへ将来にわたって安定した下水道サービスを提供するため、施設の延命化を図りつつ、更新にあわ
せて雨水排除能力の増強など機能の高度化を行う再構築を進めています。

・法定耐用年数より30年程度延命化し、経済的耐用年数（80年程度）で再構築するアセットマネジメン
ト手法により効率的に再構築します。
・区部を整備年代により三期に分け、再構築事業の平準化を図りつつ計画的に再構築します。
・整備年代の古い都心４処理区を第一期再構築エリアとし、平成41年度までに完了させるため、再構築
をスピードアップします。

下水道管の再構築のイメージ
更生工法のイメージ

　コンクリート表面の劣化や鉄筋の
腐食などにより、下水道管の強度が
低下します。

　下水道管の内面に硬質塩化ビニル
材などを巻いて補強します。道路を
掘らないので安く、早くリニューアル
ができます。

再構築中の下水道管

再構築前の下水道管

●枝線の再構築
・区部の下水道管は全体で約16,000kmあり、このうち、法定耐用年数（50年）を超えた下水道管は、
既に1,500kmに達し、20年間で新たに6,500km増加することから、再構築事業のスピードアップと平
準化を図ります。
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・老朽化対策とあわせて、雨水排除能力の増強や耐震性の向上などを効率的に図る再構築を計画的に推進
します。
・下水の流れを切り替えるために必要となる代替幹線などの整備をスピードアップします。

●幹線の再構築
・幹線は、大量の下水を集めて水再生センターやポンプ所へ流下させる下水道管網の骨格をなす管路です。
規模が大きいため、道路を掘らずに下水道管を内側から補強する更生工法を活用しています。

・老朽化対策とあわせて、雨水排除能力の増強や耐震性の向上、省エネルギー化などを効率的に図る再構
築を計画的に推進します。
・設備は、計画的な補修によって法定耐用年数より2倍程度延命化し、経済的耐用年数で再構築するアセ
ットマネジメント手法により効率的に再構築します。

●水再生センター、ポンプ所の再構築
・お客さまの生活の安全性や快適性を維持・向上させるため、将来にわたって安定的に下水を処理する機
能や雨水を排除する機能などを確保します。
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・従来から対策を進めてきた、浸水の危険性が高い対策促進地区20地区に加えて、浅く埋設された幹線の流
域などの重点地区で対策を実施します。また、浸水被害の影響が大きい大規模地下街で、時間75ミリの降雨
への対応を図ります。
・平成25年の浸水被害発生状況を踏まえ、同年12月に「豪雨対策下水道緊急プラン」を策定しました。2020
年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、「75ミリ対策地区」4地区、「50ミリ拡充対策地区」6地区、
「小規模緊急対策地区」6地区で対策を実施します。

◆浸水対策
　浸水対策を推進することで都市機能を確保し、お客さまが安全に安心して暮らせる東京を実現します。
　「東京都豪雨対策基本方針」に基づき、概ね30年後を目標に、時間50ミリの降雨に対して浸水被害の解消
を図るとともに、近年の時間50ミリを超える豪雨により、甚大な浸水被害が発生している地域では、最大で時
間75ミリの降雨まで対応する新たな対策を推進していきます。

浅く埋設された幹線の流域での対策のイメージ

●新たに実施する効果的な対策 ●対策促進地区での取組例（足立区千住地区）

●重点地区の取組イメージ

●対策促進地区「足立区千住地区」の取組例

千住関屋ポンプ所の整備千住関屋ポンプ所の整備

雨水調整池の整備雨水調整池の整備

大規模地下街対策大規模地下街対策

浸水対策幹線の整備浸水対策幹線の整備

暫定貯留管の整備暫定貯留管の整備

ポンプ所の能力増強ポンプ所の能力増強
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　　　　  への対応）

（新たなポンプ所の建設）
（ポンプの増設や
  先行待機形ポンプの導入）

（新たなポンプ所の建設）
（ポンプの増設や
  先行待機形ポンプの導入）

（新たな幹線を整備して
  雨水排除能力を増強）
（新たな幹線を整備して
  雨水排除能力を増強）

浸水対策のイメージ

ポンプ所

（下水道管の能力を超える
  雨水を暫定的に貯留） 
（下水道管の能力を超える
  雨水を暫定的に貯留） 

雨水調整池の整備雨水調整池の整備

大規模地下街対策大規模地下街対策

浸水対策幹線の整備浸水対策幹線の整備

暫定貯留管の整備暫定貯留管の整備

ポンプ所の能力増強ポンプ所の能力増強
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　　　　　　  雨水を貯留）

（1時間75mm降雨
　　　　  への対応）
（1時間75mm降雨
　　　　  への対応）

（新たなポンプ所の建設）
（ポンプの増設や
  先行待機形ポンプの導入）

（新たなポンプ所の建設）
（ポンプの増設や
  先行待機形ポンプの導入）

（新たな幹線を整備して
  雨水排除能力を増強）
（新たな幹線を整備して
  雨水排除能力を増強）

浸水対策のイメージ
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◆震災対策
　下水道管や水再生センター、ポンプ所の耐震化・耐水化などを推進し、首都直下地震などの地震や津波
に対して、下水道機能やお客さまの避難時の安全性を確保します。
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下水道管の震災対策のイメージ
【下水道管とマンホールの接続部の耐震化】 【マンホールの浮上抑制対策】 【マンホールの浮上抑制対策】

・避難所やターミナル駅などのトイレ機能を確保
・アクセス道路などの交通機能を確保
・地区内残留地区のトイレ機能、交通機能を確保

地震により被害を
受けやすい下水道
管とマンホールの
接続部を可とう化
します。

地震の揺れを吸収す
るゴムブロックなど
を設置

弁

圧力調整爪

金網

マンホール壁

対策前対策前 対策後対策後

東日本大震災
液状化現象

マ
ン
ホ
ー
ル
の
内
側

マ
ン
ホ
ー
ル
の
内
側

液状化現象

水圧水圧水圧水圧

マンホールの浮上

マンホール内からの施工

地震により被害を受けや
すい下水道管とマンホー
ルの接続部を可とう化し
ます。

地震の揺れを吸収する
ゴムブロックなどを設置

非開削耐震化工法

●下水道管とマンホールの接続部の耐震化
・これまで実施してきた避難所や災害拠点病院などの対策を完了し、ターミナル駅や災害復旧拠点、地区内残
留地区※１などに対象を拡大して耐震化を推進しています。
　

●マンホールの浮上抑制対策
・液状化の危険性の高い地域において、これまでに緊急輸送道路などの対策を完了し、現在は、避難所などと
緊急輸送道路を結ぶアクセス道路や地区内残留地区に対象を拡大して対策を推進しています。
　

●地震に強い光ファイバー通信網の活用

★下水道管の震災対策

・避難所やターミナル駅などのトイレ機能を確保
・アクセス道路※1などの交通機能を確保
・地区内残留地区※2のトイレ機能、交通機能を確保

・液状化による過剰な水圧をマンホール内に逃がして浮上を抑制します。

・下水道管内への津波や高潮などの逆流を防ぐ高潮防潮扉につい
て、津波発生時の閉鎖の迅速化、自動化を実施します。

・下水道局独自の光ファイバー通信網を拡充し、高潮防潮扉の遠
方制御などに活用します。

※１　地区内残留地区：地区の不燃化が進んでおり、万が一
火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災の恐れがな
く、広域的な避難を要しない区域

高潮防潮扉の遠方制御による自動化のイメージ
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・東京都防災会議で示された最大
津波高さ（Ｔ.Ｐ.＋2.61）※２に
対し、電気設備などへの浸水を
防ぐ耐水対策を実施します。 

※2　Ｔ.Ｐ.：東京湾平均海面（Tokyo 
Peil）の略で、地表面の高さを海面か
らの高さで表す場合の基準となる東京
湾の平均的な海面高さ

●水再生センター、ポンプ所の耐水化

ポンプ所などの耐水対策

・停電や電力不足に対応するため、非常用発電設備や
ＮａＳ電池※３などを増設します。

※３　NaS電池：ナトリウム・硫黄蓄電池

●停電や電力不足に対応する自己電源の増強

ガスタービン発電機(13,000kVA)

★下水道施設の震災対策

・想定される最大級の地震動に対し、揚水、簡易処理及び消毒など、震災時にも必ず確保すべき機能を担う
施設の耐震化を実施します。

第一沈殿池 反応槽
第二沈殿池 塩素接触槽

放流きょ

沈砂池/ポンプ施設

※赤字は、耐震化を図る施設

●水再生センター、ポンプ所の耐震化



◆合流式下水道の改善
・汚水と雨水を同じ一本の下水道管で流す合流式下水道では、一定量以上の雨が降った時に、汚水混じり
　の雨水が河川や海などへ放流されます。
・河川や海などの水質保全を図るため、貯留施設や高速ろ過施設などの整備を進めます。

大雨時の雨水吐口からの越流状況

　雨天時に合流式下水道から河川や海などへ放流される汚濁負荷量を削減するため、降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設を整備
しています。また、水再生センターにおいて、既存の沈殿施設の改造により早期に導入でき、従来の沈殿処理より汚濁物を２倍程度多
く除去することが可能な高速ろ過施設の整備を進めていきます。

◆高度処理
　東京湾の赤潮の発生原因の一つであるちっ素とりんを同時により多く削減できる高度処理施設を整備しています。
　また、当面高度処理が導入できない水再生センターにおいては、これまでの処理法と比較して、ちっ素やりんの削減
効果を高める準高度処理を導入し、東京湾や隅田川などに放流される下水処理水の水質改善を進めます。
　導入にあたっては、エネルギーや地球温暖化対策にも配慮していきます。

・

・

・

早期に導入が可能で、電力使
用量を増やさず水質改善がで
きる準高度処理施設の整備を
スピードアップします。
これまでの処理法と同程度の
電力使用量で高度処理並みの
良好な水質を確保できる新た
な高度処理を導入します。
施設の状況や導入コスト等を
勘案して今後各センターに適
切な処理方式を導入していき
ます。
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清流復活事業（目黒川） 芝浦水再生センター造水施設

◆資源の有効利用
　下水汚泥の資源化や再生水利用などを進めることで、環境負荷の少ない都市の実現に貢献します。

●施設の上部利用などの有効活用、下水熱の利用
　施設の上部空間を活用し、まちづくりに貢献します。また、ビル冷暖房用の熱源に下水熱を活用し、地
域冷暖房事業を行っています。

●再生水の利用
　都市の貴重な水資源として再生水を活用することにより、都市の水循環を形成します。

　都市の貴重な水資源として、下水処理水をさらにきれいにした再生水を、永田町及び霞が関地区など7地区でトイレ用水などに供給すると
ともに、水の流れが絶えた川に放流する清流復活事業にも利用しています。

　芝浦水再生センターでは雨
天時貯留池の建設にあわせ、
上部空間に業務・商業系ビル
を建設します。
　ビルの冷暖房には下水処理
水のもつ熱エネルギーを利用
します。
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後楽一丁目地区地域冷暖房事業

　外気温に比べ「夏は冷
たく、冬は暖かい」とい
う下水の温度特性を活用
し、これを冷暖房用の熱
源として利用していま
す。

●汚泥処理の信頼性向上と効率化
　汚泥を適切に処理処分することで、将来にわた
って安定的に下水を処理する機能を確保します。

●汚泥の資源化
　限りある埋め立て処分場の延命化を図るた
め、汚泥の資源化を促進します。

密閉式のタンクローリー車（汚泥焼却灰の運搬用）

　東日本大震災に伴う原子力発電所の事故
に伴い放出された放射性物質の影響によ
り、資源化率は大きく低下しています。
　資源化の再開に向け、関係者との調整を
精力的に進めていきます。

　民間企業と連携し、汚
泥焼却灰の粒度を調整
し、鉄筋コンクリート管
の材料として利用してい
ます。

粒度調整灰

芝浦水再生センター
上部利用のイメージ



◆維持管理の充実
　下水道管や水再生センターなどを適切に維持管理し、将来にわたって安定的に下水道機能を確保します。

●下水道管の維持管理
　近年の23区内の道路陥没データに基づき50地区を重点化
し、下水道に起因する道路陥没の原因の75%程度を占める
取付管について、衝撃に強い硬質塩化ビニル管へ取替えて
います。

道路陥没状況

二軸管理による水処理運転の最適化のイメージ

●水質改善とエネルギー・地球温暖化対策の両立
　水質改善と電力使用量削減によるエネルギー・地球温暖化対策の両立を図るため、水再生センターごとに
ちっ素濃度と送風電力量の二つの管理軸を用いた運転管理（二軸管理）を行い、水処理施設の運転を最適化
しています。

練馬区 

中野区 

杉並区 

世田谷区 

渋谷区 

目黒区 
品川区 

大田区 

港区 

江東区 
千代田区 

墨田区 
新宿区 

豊  島区 
荒川区 

北区 

足立区 

葛飾区  

江戸川区 

板橋区 

台東区 文京区 

中央区 

37 

38 

39 

40 41 

19 
12 

5 

4 

12
21 8 9 

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新
9 10 

並
28 

並区
8 29 

区区区区
9999 33 

11
16 

22 24 
6 

26 
17 7 13 

35 

36 
14 

32 2 15 

谷
3 

59 
56 

谷
60 

55 
63 45 45445445

46 

48 44 

57 67 50 

70 

51 

52 53 

大
54 

杉
40 

222222622226662266666222226
1

16 1616 

再構築エリア  

重点50地区 

道路陥没対策重点地区（取付管の取替え）

※重点地区以外の必要箇所においても
補修による取付管の取替えを実施

●電力貯蔵設備（NaS電池）による電力コストの縮減
　電力貯蔵設備（NaS電池）に低廉な夜間電力を蓄電し、貯めた電力を昼間に使用することで、昼間に発生す
る最大使用電力を低減させます。最大の使用電力を下げることで、電力料金（基本料金）を削減しています。

　電力貯蔵設備（NaS電池）は、8つの水再生センター（三河
島、砂町、葛西、中野、みやぎ、新河岸、浮間、森ヶ崎水再生
センター）に設置されています。

NaS電池　（砂町水再生センター）
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8 流域下水道における主要施策
◆老朽化施設の更新
　増大する老朽化設備に対して、保守点検や補修など予防保全型の維持管理を実施し、ライフサイクルコスト
が最小となる経済的耐用年数で、計画的に更新を進めます。また、更新にあわせて温室効果ガスの削減や省エ
ネルギー化を計画的に推進します。流域下水道幹線については、管路内調査の結果に基づき、計画的な補修
を実施し延命化を図ります。

◆震災対策
　震災時においても、揚水、簡易処理及び消毒など必ず確保すべき機能を担う施設について、耐震化を進めま
す。また、停電や電力不足などへの対応としてNaS電池を導入し自己電源を確保します。

老朽化した大型監視制御盤を省電力型モニターに更新
（北多摩二号水再生センター）

更新に合わせて省エネルギー型の脱水機を導入
（清瀬水再生センター）

施工前

施工中

施設の耐震化実施例
（コンクリートによる増打ち）
（南多摩水再生センター）

非常用発電機（清瀬水再生センター）
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◆水再生センター間の相互融通機能の確保
　多摩川をはさむ二つの水再生センターを連絡管で結び、震災時などに一方の水再生センターが被災した場
合にも、下水や汚泥を処理することができるバックアップ機能を確保します。また、水再生センターの更新工事
などにおいては、連絡管の相互融通機能を活用し、水処理施設の一部を停止し、高度処理施設への更新や耐
震化工事を進めます。

多摩川を横断する連絡管

建設中の連絡管 見える化施設

連絡管に併設する「見える化施設」
（北多摩一号・南多摩水再生センター間）
連絡管の目的をわかりやすく伝えるため、
工夫を凝らしたPR施設を公開しています。

北多摩一号・南多摩水再生センター間連絡管
（平成25年度稼働）

連絡管
 

北多摩一号水再生センター

南多摩水再生センター

多摩川上流・八王子水再生センター間連絡管
（平成１8年度稼働）

連絡管 

 

 八王子水再生センター

多摩川上流水再生センター
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北多摩二号・浅川水再生センター間連絡管
（建設中）

連絡管 

 

浅川水再生センター

北多摩二号水再生センター

◆雨水対策
　流域下水道雨水幹線をさらに有効活用してもらうため、関係市に対して雨水整備に関する技術支援を実施
し、公共下水道の接続を促進します。また、浸水予測区域図が未整備である流域において、浸水予想区域図を
作成し、関係市へ情報提供することで、浸水被害を軽減し、安全度の向上を図ります。

憩いの水辺空間（野川）

野川雨水貯留池（平成26年度稼働）

浸水予想区域図黒目川雨水幹線整備前後の浸水件数

①水面制御装置など
②雨水貯留施設
③高速ろ過施設
④雨水浸透ます・浸透管（浸透トレンチ）

◆合流式下水道の改善
　雨天時に合流式下水道の吐口から河川へ放流される汚濁負荷量を削減することで、河川の良好な水環境を
創出します。

○雨天時に放流される汚濁
負荷量を削減し、公共用水
域の水質を改善します。

○放流回数やごみの流出量
を改善し、憩いの水辺空間
を創出します。

合流式下水道を改善する施設
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黒目川雨水幹線の整備により、流域の浸水被害が減少浸水件数
（件）

降水量
(mm/h)

整備後整備前
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◆高度処理
　高度処理の推進により、下水処理水のちっ素やりんを削減することで多摩川などの水質を改善します。
一方、高度処理は、これまでの処理法（標準活性汚泥法）よりも水質改善が図れますが、電力使用量が３割程度
増加します。そこで、これまでの処理法に比べ電力使用量を増やすことなく、ちっ素及びりんを削減できる準
高度処理を順次導入してきます。

◆維持管理の充実
　管路施設や水再生センターの老朽化に対して、計画的な補修・改良の実施など、予防保全を重視した維持管
理を行い、施設の延命化を図ります。また、汚泥焼却炉の廃熱を活用した発電設備の導入など、運転管理の工
夫により、維持管理費の縮減や省エネルギー化を推進します。

年間1,860万人※1の人々が訪れる多摩川

　多摩川や柳瀬川では、河川水量の約5割を下水処理水が占め
ており、良好な水環境の形成には下水道の役割は重要となって
います。
　平成25年には、約645万尾のアユが多摩川を遡上してい
ます。

※1　出典：平成21年度河川水辺の国勢調査結果

22

焼却排熱を利用した発電（イメージ）

老朽化ですり減った
マンホール蓋を計画
的に取替え

取替前

取替後

発電機

電力供給

今まで使われなかった
低熱の一部を有効活用

汚泥焼却炉

排熱

焼却炉の運転に必要な
電力の一部をまかなう

熱エネルギー

電気エネルギー

変換低
含
水
率
脱
水
汚
泥

未利用
エネルギーの
活用

H23年度までは、準高度処理
は試行としていたため、高度処
理割合に含まれていません。

年度

◆単独処理区の編入
　施設の更新や高度処理、耐震性の向上への対応が困難な単独処理区を流域下水道に編入するため、関係市
や関係機関と協議しながら必要な手続や施設整備を進めるとともに、関係市に対して適切な技術支援を行い
ます。

◆市町村との連携
　市町村と協同した広域的な維持管理体制を構築するとともに、維持管理業務などに関するノウハウを多摩
地域の下水道事業運営に活用するために、市町村への技術支援を強化します。また、災害時における下水道機
能の確保のため、相互支援体制を構築し、市町村との連携を強化します。

八王子市・北野下水処理場

多摩３０市町村
下水道情報交換会

災害時のし尿の搬入・受入れ訓練
（清瀬水再生センター）

多摩30市町村下水道情報交換会のイメージ

立川市・錦町下水処理場

○スケールメリットを活かし、施設の更新費や維持管理費の縮減を図ることにより、多摩地域の下水道事
業運営を効率化します。
○高度処理の導入により、多摩地域の水環境を向上します。
○バックアップ機能を有する流域下水道の水再生センターで下水や汚泥の処理が可能となり、震災時に処
理機能が確保できることから、多摩地域の高度防災都市づくりに貢献します。

多摩
下水

多摩30市町村下水道情報交換会のイメージ

効率的な維持管理

下水道情報交換会

流域下水道
本部

多摩
30市町村

長寿命化対策震災対策

雨水対策老朽化対策

情報交換

技術支援
　災害時のし尿の搬入・
受入体制の円滑な運用に
向け、市町村と連携して訓
練を実施しています。
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三鷹市
東部下水処理場

立川市
錦町下水処理場

八王子市
北野下水処理場

多摩川

仙川

浅川

野川水再生
センター（仮称）

北多摩二号
水再生センター

八王子水再生
センター

流域下水道区域

編入の検討を進めている単独処理区



9 エネルギー対策・地球温暖化対策
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◆スマートプラン201４（下水道事業におけるエネルギー基本計画）
　「スマートプラン2014」に基づいた取組を実施し、下水道事業における再生可能エネルギー活用の拡大や
省エネルギーの更なる推進、エネルギー管理の最適化を図ります。
 

●スマートプラン2014の目標、計画期間

●再生可能エネルギー活用の拡大

★徹底した省エネルギー ★補助燃料や電力を大幅に削減する
　新たな汚泥焼却システムの導入

★スマートプラン2014における主な取組

●水処理工程における電力使用量の削減　

取組のポイント
●徹底した省エネルギーを推進
●処理工程・方法の見直し
●下水道がもつ未利用・再生可能エネル
ギーの活用を推進
●他に先駆けて技術開発を実施
●民間事業者との協働事業やお客さまと
の連携を推進

　反応槽に最適な能力の小型送風機を導入し、反
応槽の送風量を最適化して電力使用量を削減しま
す。

●第三世代型焼却システムの開発・導入　

　超低含水率型脱水機により汚泥の水分量を一層
削減することで、汚泥焼却時の補助燃料を不要と
するとともに、焼却排熱の大部分を使用した発電
により電力を自ら供給できる、エネルギー自立型
焼却炉を組み合わせた焼却システムです。従来の
焼却システムから約6割の温室効果ガス削減を見
込んでおり、開発・導入を進めていきます。

　下水の汚泥焼却に使用している燃料や電気を不
要とすることで、焼却時に排出される温室効果ガ
スを削減します。ばっ気システムの最適化イメージ

適正 適正 適正

適正送風量多

送風最大 送風最小

送風量多

大型送風機 小型送風機

小型送風機

小型送風機と高効率型
散気装置の最適配置により、
きめ細かな送風調整が可能

大型送風機による一括送風
のため全ての槽を最適風量に

調整することは困難

従来型散気装置 散気装置の効率化

水再生センターへの導入イメージ

Ｎ

2000年度(平成12年度) 2014年度(平成26年度) 2020年度(平成32年度)

排出量　99.1万tｰCO₂ 排出量　81.3万t-CO₂ 排出量　74.3万t-CO₂
25%以上削減18%以上削減

基準年度基準年度 削減目標削減目標 削減目標削減目標

目 標
　総エネルギー使用量に対する再生可能エネルギーと省エネルギーの合計の割合を 2024（平
成 36）年度までに 20%以上とすることを目指す

　当局は多くの下水道施設を管理し、24時間 365 日休むことなく稼働させ、下水道事業を行っ
ています。こうした下水道サービスの提供により都内の年間使用電力量の１% 強にあたる電力
や多くの燃料を使用しています。今後も、より質の高い下水道サービスの向上の取組により更
なるエネルギー量の使用が見込まれています。
　また、東日本大震災時に電力需給ひっ迫への対応を余儀なくされたことを受け、危機管理の
強化を図る必要があります。

2014（平成 26）年度から 2024（平成 36）年度まで

・今後の総エネルギー使用量の見込みと再生可能エネルギー等の取組
　今後の総エネルギー使用量は、下水道サービスの向上により増加していく見込みです。
　そこで新たな取組を実施することで再生可能エネルギーと省エネルギーの合計の割合 20%以上を目指します。

・太陽光発電の導入
　下水道施設と太陽光の自然エネルギーを活用し、クリーンな電力を発電します。

・4つの取組方針
　４つの取組方針によりエネルギー活用の高度化及びエネ
ルギー管理の最適化を図ります。

取組方針 1　　再生可能エネルギー活用の拡大
　取組方針 2　　省エネルギーの更なる推進
　取組方針 3　　エネルギースマートマネジメントの導入
　取組方針 4　　エネルギー危機管理対応の強化

水処理施設の臭気対策用の蓋の再構
築にあわせ、蓋に太陽光発電パネル
を貼り付ける

目　　標

策定背景

計画期間
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★未利用・再生可能エネルギーの活用

●省エネルギーの更なる推進 ●危機管理対応の強化

●アースプラン2010の目標

サイフォン式のイメージ小水力発電設備

「一軸追尾」タイプ太陽光発電設備

・水処理施設における電力使用量を削減
　　

発電機

●自然エネルギーの活用

・太陽光発電
　下水道施設の空間を活用し、クリーンな電力を発電します。

・近隣施設からの電力送電

「一軸追尾」タイプ太陽光発電設備
・太陽の方位に合わせて、太陽光発電パネルの角度が変化
します。

・パネルに太陽光が効率的に照らされることで、発電量が
増加します。

　非常用発電設備の用地確保が困難な施設に対し
て、近隣施設からの電力送電を実施し、非常時の
電力を確保。

◆アースプラン2010（下水道事業における地球温暖化防止計画）
　「アースプラン2010」の取組みを不断に継続し、地球温暖化対策を積極的に推進します。

●エネルギースマートマネジメントの導入

　水処理から汚泥処理までの施設全体での処理工程を通したエネルギーの最適化や、より広域的な視点から
複数の施設間で運転管理の効率化などを図るエネルギースマートマネジメントを導入します。

温室効果ガス排出量の目標
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排出量
（万t-CO2）

18%削減目標ライン

25%削減目標ライン

2000年度
基準年度

2014年度
削減目標

2020年度
削減目標

81.3

74.3

̃̃
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74.3

取組のポイント
●徹底した省エネルギーを推進
●処理工程・方法の見直し
●未利用・再生可能エネルギーの活用
●他に先駆けて技術開発を実施
●民間事業者との協働事業やお客様
　との連携を実施

2000年度(平成12年度) 2014年度(平成26年度) 2020年度(平成32年度)

排出量　99.1万tｰCO₂ 排出量　81.3万t-CO₂ 排出量　74.3万t-CO₂
25%以上削減18%以上削減

基準年度基準年度 削減目標削減目標 削減目標削減目標

　小型送風機を導入し、反応槽に対して個別に配
置するなどして、送風量を散気装置に合わせて最
適化することにより、電力使用量を削減

停
電
時
送
電

・近隣施設からの電力送電

停
電
時
送
電



10 日々の生活を支える下水道施設
◆下水道管
　下水道管には、流れてきた土砂やゴ
ミが自然にたまります。放置しておく
と、下水の流れを妨げたり、悪臭を発
生させたり、大雨の時には下水をあふ
れさせるおそれがあります。また、下
水道管の老朽化、大型車両の重さや振
動、地盤沈下によって下水道管が壊れ
ることもあります。
　下水道管の定期的な清掃、点検及び
補修は下水道を正常に働かせるために
欠かせません。

◆ポンプ所
　ポンプ所は、昼夜を問わず排出される下水を水再生セ
ンターへすみやかに送るために24時間休みなく稼働して
います。また、降雨時、特に、台風や豪雨の時は、道路
の雨水ますから下水道管へ流れ込む大量の雨水をすばや
く川や海へ放流して、街を浸水から守らなければなりま
せん。
　ポンプ所のこれらの機能は、日々の確実なポンプの運転
と設備の定期的な点検・整備により支えられています。

◆水再生センター
　水再生センターは、24時間休みなく流れ込んでくる下
水を処理しなければなりません。正しく処理できなけれ
ば、たちまち川や海を汚染してしまいます。
　処理の主役である“微生物”を活発に働かせ、下水の
汚れを泥として確実に排出・処分するため、流入下水や
放流水の水質検査、施設の保守・点検及び監視を常に行
っています。
　また、施設を維持管理する中で省エネルギーを徹底する
ことにより、地球温暖化対策を積極的に行っています。
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他企業工事の立会い

ポンプ設備の点検

水再生センターの中央監視盤室

人力による下水道管内の調査

簡易なテレビカメラによる取り付け管の調査
人力による下水道管内の清掃

11 下水道サービスの向上
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◆危機管理対応の強化
　災害や重大事故などの危機発生時においても、下水道機能を確保するため、「応急復旧体制の整備・充
実」、「区市町村などと連携した防災対策の強化」及び「災害に備えるリスクコミュニケーションの充
実」の三つを柱として危機対応力を強化します。

★下水道機能を確保する応急復旧体制の整備・充実

●首都直下地震など発災時の応急復旧体制の充実

下水道局防災訓練
災害対策本部審議訓練

　災害時に迅速・的確に対処できる危機対応ノウハウを備えた
人材を計画的に育成し、実践的な訓練を通じて、応急復旧体制
の充実を図ります。

★災害に備えるリスクコミュニケーションの充実

★区市町村などと連携した防災対策の強化

●平常時からのお客さまへの情報発信

　下水道施設の様々な耐震化の取組について、東京都総合防災
訓練など、あらゆる機会を捉えて情報を発信します。

●首都直下地震などの災害時の取組

・トイレ機能の確保に向け、区などとの連携により仮設トイ
レの設置可能なマンホールの指定を拡大します。

・災害時のし尿の搬入・受入体制の円滑な運用に向け、区市
町村と連携して訓練などを実施します。

区市町村と連携した
し尿の搬入・受入訓練
（清瀬水再生センター）

ライフライン応急復旧訓練

（区市町村が準備する
仮設トイレの例）仮設トイレの設置可能なマンホール

拡大
青いゴムキャップ

で表示



◆東京下水道の「応援団」を獲得
　普段目にすることが少ない下水道のしくみをわかりやすく伝えて、お客さまに下水道事業への理解を深
めていただくとともに、お客さまとのパートナーシップの充実を図り、より多くの東京下水道の「応援
団」の獲得を目指します。

●東京の下水道を「見える化」する取組

・東京都虹の下水道館
　　普段目にすることが少ない実物大の下水道管やポンプ設備などを展示し、ここでしか見学・体験する
ことができない空間を創出することで、下水道の役割や水環境の大切さを伝えています。
　

・旧三河島汚水処分場喞筒（ポンプ）場　　
　　下水道施設における日本で最初の重要文化財
で、施設の復原・保存工事を行い、広報施設と
して公開しています。

・親子施設見学ツアー　
　親子で下水道施設を見学していただくツア
ーを開催するなど、水再生センター見学にお
けるお客さまサービスの充実も図っていま
す。
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★下水道事業への理解を深める

・下水道関連企業・団体によるＰＲ
　下水道工事事業者による工事現場見学会の開催
や、排水設備工事事業者によるイベントなど、下
水道業界全体でお客さまの下水道事業への理解を
深める取組を推進しています。

東京都虹の下水道館お仕事体験（下水道管） 東京都虹の下水道館お仕事体験（中央監視室）

親子施設見学ツアー

工事現場見学会

旧三河島汚水処分場喞筒（ポンプ）場

●子供たちへ環境学習の機会を提供　
　「でまえ授業」や「小学生下水道研究レポートコンクール」など下水道についての知識を得るための取
組や学習した成果を発表できる場を提供しています。

●お客さまとのコミュニケーションの充実を図る取組

★お客さまとのパートナーシップの充実を図る
　良好な水環境を次世代に引き継いでいくためには、環境配慮の意識やライフスタイルなど、お客さまの
ご理解とご協力が不可欠です。お客さまの声を糧として事業に取り組むとともに、様々なコミュニケーシ
ョンを通じてお客さまとのパートナーシップの充実を目指します。
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小学生下水道研究レポートコンクールでまえ授業

下水道局ホームページ

下水道局Twitter

広報誌ニュース東京の下水道下水道局ホ ム ジ

・経営レポート
　経営計画に掲げた主要施策の実施状況等をわかりやすくお知らせし、お客さまに一層理解していただく
とともに、お客さまからご意見・ご要望をいただき、事業に反映させていくことを目的としています。
　http://www.gesui.metro.tokyo.jp/jigyou/keiei_kankyou_index.htm

　

●わかりやすい情報の発信
　お客さまに下水道事業を理解していただくため、ホームページやTwitter、ニュース東京の下水道による
「見やすくわかりやすい」下水道情報、お客さまの利便性の向上を支える情報の提供に取り組んでいます。
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/

　

・環境報告書
　快適な生活環境を確保し、地球環境保全へ貢献するため、下水道の役割と取組方針を明確にした独自の
環境マネジメントシステムの運用により、環境負荷の継続的な削減を図っています。この活動結果を「環
境報告書」として毎年公表しています。
　http://www.gesui.metro.tokyo.jp/jigyou/kanho/kanho_contents.htm

水道局Twitter水道局Twitter

広報誌ニュース東京の下水道

2014.9  No.236

ニュース東京の下水道
2014.9  No.236

ニュース東京の下水道

旧三河島汚水処分場喞筒場施設の喞筒室を見学するアースくん。喞筒室は、屋根を支える下部がアーチ型を呈する
変形キングポストトラス鉄骨による大空間となっており、ポンプが１０台設置されています。
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特集　震災対策
お客さまの安全を守り、
　安心で快適な生活を支えるために
油・断・快適！下水道
９月１０日は「下水道の日」の日です
コラム　アースくんレターvol.2 ～神田下水～
江戸下水道散歩　弐拾弐　
　＝音羽の「鼠ヶ谷下水」＝

CONTENTS

ポンプ
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・東京アメッシュ
　東京アメッシュは、都内とその周辺地域で降っている雨を、レーダーと地上雨量計で観測し、リアルタ
イムに表示するシステムです。近隣の都市と協力し、降雨の状況をきめ細かく、広い範囲で監視していま
す。下水道局では、集められた降雨情報を、下水道施設の維持管理に利用しています。また、お客さまの
浸水への備えとして活用していただくため、下水道局の公式ホームページ及び携帯電話サイトに掲載して
います。（インターネット版は５分、携帯電話版は１０分更新）

　

 

■インターネット
　下水道局公式ホームページ
　http://www.gesui.metro.tokyo.jp/

　東京アメッシュ
（トップ→東京アメッシュ）

※東京アメッシュは東京都の登録商標です。

■携帯電話

・工事情報
　局ホームページに、東京都下水道
局が行う23区及び多摩地域の工事
に関する情報が掲載されています。
※市町村が行う下水道工事や下水道
以外の工事は掲載されていません。
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/ko
uji/k_index.htm

・下水道台帳情報システム（SEMIS）　
　23区の道路（私道を除く）等にある下水道管の位置や大きさ・深さ、また、マンホール、汚水ますの
位置などをいつでも局ホームページで調べることができます。印刷も可能です。
　下水道施設の情報が必要なときなどのほか、下水道に興味がある方もぜひご利用ください。
※市町村が管理する下水道管については、各市町村に問い合わせてください。
　http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/daicyo.htm

工事情報の一覧表と施工か所の地図情報を掲載しています。

※下水道事務所や出張所での閲覧及び電話やファクシミリによる施設情報の提供はできません。

下水道台帳は、下記の台帳閲覧室でもご利用いただけ
ます。
閲覧場所：新宿区西新宿２-８-１
　　　　　都庁第二本庁舎５階南側施設情報管理係
電　　話：03-5320-6618
閲覧時間：月～金　9:00～17:00
　　　　　土・日・休日、12月29日～1月3日を除きます。

　QRコード読み取り機能を搭載
した携帯電話・スマートフォンを
お持ちの方は上記のマークを読み
取るとURLが取得できます。

S）

工事情報の一覧表と施工か所の地

　
し
お
取
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●お客さまとの接点を再編強化
　各下水道事務所に「お客さまサービス課」を設置し、
宅地内の排水設備から各地域の下水道管までのお客さま
の下水道の使用に係る業務を集約してワンストップ化を
図ることで、お客さまサービスを向上させています。

　

●お客さまの声を聴く取組
　お客さまの声を的確に把握するアンケート調査を充実しています。また、下水道モニター制度を活用
して、お客さまから広くご意見やご要望をお寄せいただき、その内容を下水道事業の運営に反映させて
います。

　

汚
水
ま
す

汚
水
ま
す

汚
水
ま
す

公
共
汚

水
ま
す

雨
水
ま
す

汚
水
ま
す

雨
水
ま
す 下水道管（合流式）

排水管

取付管

公共下水道

公道
車道歩道
公道
車道歩道

排水設備

マ
ン
ホ
ー
ル

公
私
境
界

雨
ど
い

二
階
か
ら
の
排
水

トイレ

トイレ

浴室 台所

お客さまの下水道の使用に係る業務のイメージ

排水設備の
つまりなど

下水道
料金

接続工事
などの届出

マンホール
からの悪臭

各下水道事務所の
「お客さまサービス課」
にご相談ください

●相談窓口の充実

・宅地内の排水設備工事は指定された事業者で
　宅地内の排水設備（下水排水管・ます等）の工事は、２３区内においては東京都指定排水設備工事事業者で
なければ行えないことになっています。指定排水設備工事事業者の名簿は、下水道局ホームページで見るこ
とができます。　　http://www.gesui.metro.tokyo.jp/qa/g_newindex.htm

・悪質業者にご注意を！
　最近、言葉巧みに下水道局との関係をにおわ
せる業者が訪問し、排水設備の清掃や修理をす
すめ、断ると威圧されたり、恐喝まがいの言葉で
契約を強要される事件が起こっています。
　下水道局の名をかたる業者が、「いまなら安く
します」などと言ってきても、少しでも不審に思
ったら、最寄りの下水道事務所お客さまサービ
ス課にお問い合わせください。

●「排水なんでも相談所」(身近な相談窓口)
　お客さまが、宅地内の排水設
備（下水排水管・ます等）の工
事や臭気、つまりなどで困った
ときに相談できる窓口として、
東京都指定排水設備工事事業者
の協力を得て開設しています。
　相談は無料ですので、お気軽
にご相談ください。
※なお、見積や調査には費用がかかる場合があります
ので、必ず事前にご確認ください。

モニター見学会



32

●地域のお客さまとの交流を深める取組
　「桜まつり」や「サマーフェスタ」など、水再生センターの特色を活かしたイベントを開催します。
また、再生水を清流復活用水やせせらぎの里公苑用水などとして活用し、潤いのある水辺空間を創出し
ているほか、施設の上部空間を公園やスポーツ施設などとして開放しています。

●施設の上部空間を利用した取組
　覆蓋した施設上部を、区が公園やグラウンドに活用しています。また、建物屋上や壁面を活用した緑
化を進めています。

浮間水再生センター上部の新河岸東公園
（浮間子どもスポーツ広場）

新河岸水再生センターの壁面緑化
　壁面緑化には、景観だけでなく植物の蒸散作用により、壁面温度の上昇を制御す
る効果があります。

がい

桜まつり（三河島水再生センター） せせらぎの里公苑（落合水再生センター）

★お客さまの快適な生活を支える取組

●下水道に油を流さないための取組

油で詰まった屋内の下水排水管

飲食店などへのグリース阻集器
の設置や適正な維持管理の要請

●飲食店などへのグリース阻集器の設置や適正な維持管理の要請
　グリース阻集器未設置等の飲食店を対象に設置促進を図るための個別
訪問を行っています。また、グリース阻集器を設置している飲食店等に
対して、維持管理を適正に行っていただくよう、指導・啓発を行ってい
ます。

●ダイエットレシピ
　下水道に流れた油は、下水道管のつまりや
においの原因となります。
　下水道局では、調理方法の工夫により油の
使用量を減らした料理のレシピを「ダイエッ
トレシピ」として紹介し、普及啓発を行って
います。
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0284_
5a3.htm
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●ビル地下の排水槽（ビルピット）から発生す
る臭気への対応

　東京都の関係部署や区と協働して、ビル管理者などに対
して適切な維持管理や構造改善をしていただけるよう、御
協力をお願いしていきます。

ビル地下の排水槽（ビルピット）からの臭気発生の概念図

　お客さまに対する浸水対策への協力依頼

●浸水対策
　毎年６月を「浸水対策強化月間」とし、地下室のあるお客さまを戸別訪問して注意喚起するなど、豪
雨への備えをお願いしています。また、区市と連携し、お客さまに宅地内浸透施設の設置もお願いして
います。

●事業場排水への対応
　現行の下水道施設では、重金属などの有害物質を含んだ排水を完全に処理することは困難であり、処
理可能な物質でも大量に下水道へ排水されると処理しきれずに河川などに流出します。また、下水道に
有害物質が排水されると、水再生センターの処理能力に支障をきたすこともあります。このため、事業
場の皆さまには、排水処理施設を適切に維持管理し、基準に適合した水質で排水していただく必要があ
ります。下水道局では、立入検査に加え、広域的な水質測定を効果的に取り入れて適切な指導等を行っ
ています。

事業場排水の採水・水質検査
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合流式下水道の改善を図る
水面制御装置

計画策定のための海外現地調査 海外高官による当局施設の視察

●個別技術の海外展開
　現場の創意工夫から生ま
れ、高度な技術によって確
立した東京発の個別技術で
ある、水面制御装置やSPR
工法、フロートレス工法な
どの海外展開を推進してい
きます。

●人材交流と情報ネット
ワークの強化

　海外からの調査団や研修生
の受入、国際協力機構を通じ
た職員の派遣、国際会議への
参加などにより、人材交流や
情報ネットワークの強化を図
っています。

●海外インフラ整備プロ
ジェクトなどの推進

　東京下水道の技術や経営ノ
ウハウなどを活用し、相手
国・地域のニーズに応じた下
水道施設整備計画の提案や技
術指導などを行っています。

●下水道技術実習センターの設置
　実習施設として「下水道技術実習センター」を設置し、人材の育成と技術の継承を図っています。

「下水道技術実習センター」では、様々な分野の実習や疑似体験などの自ら体感するプロセスを通じて、
知識・技術の早期習得と技術・業務ノウハウの継承を効果的に推進していきます。
下水道の仕事に携わる局以外の方も利用しています。

◆東京下水道の国際展開
　東京下水道では、下水道施設が未整備又は整備されていても十分に機能が発揮されていない国や地域な
どの課題解決に寄与するとともに、下水道関連企業の海外展開を後押しすることで、東京ひいては日本の
下水道事業の活性化と産業力の強化に貢献していくことを目的に国際展開を行っています。

 

実
習
例

下水道技術実習センター
入坑作業実習などを行う
屋根付き実習施設

実習室や講義室、展示室など
を備えた実習棟

管路内水中歩行実習など
を行う屋外実習施設

事業場排水処理実習電気保安点検実習マンホール作業実習
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●新たな汚泥処理システムの開発

●第三世代型焼却システム
　脱水汚泥含水率を一層低下させる脱水機と、その脱水汚泥に対応した焼却炉により買電より安価な発
電を行い、焼却炉における使用電力量を発電電力量が年間で上回り、かつ補助燃料を必要としない汚泥
焼却システム

●高揚程・大口径ポンプ技術の開発
　建設が予定されている深さ50ｍ程度のポンプ所に対応する高揚程・大口径の先行待機型雨水ポンプ
で、震災時も雨水排除機能を維持できる無注水化技術を備えたもの１

◆技術開発の推進
　下水道事業が直面する技術的課題を解決するとともに、将来を見据えて解決すべき課題についても計画
的に技術開発に取り組み、日本の下水道技術をリードして下水道サービスの維持・向上を図ります。

 

★技術開発推進の取組方針

★重要課題の解決に向けた主な技術開発テーマ

 取組方針１ 建設から維持管理まで下水道事業全般にわたる技術開発ニーズを的確に把握し、積極的に
　　　　　　   技術開発に取り組みます。

 取組方針２ 開発ニーズの発信や開発技術の導入を前提とする共同研究の実施などにより、民間企業の
　　　　　　   参加意欲の向上を図り、効率的・効果的に技術開発を推進します。

 取組方針３ 温室効果ガスの削減による地球環境への負荷の低減や、維持管理費の削減に寄与する省エ
　　　　　　   ネルギー化など、直面する重要な課題を解決する技術開発を重点的に推進します。
 

 取組方針４ 大学などで研究されている最先端技術との連携や異分野技術との融合により、将来を見据
　　　　　　   えた基礎的研究にも取り組みます。

N2Oの生成抑制技術のイメージ

流入 流出
嫌気槽 無酸素槽

亜
硝
酸
計

亜硝酸の生成
状況を把握し送風量を

制御

送風機

好気槽 Ｎ2Ｏは
亜硝酸から生成

Ｎ2Ｏを含む排気ガス

りん除去

N2Oの分解促進技術のイメージ

流出

排気ガス
を入れる

流入

Ｎ2Ｏを含む排気ガス

嫌気槽 無酸素槽 好気槽

りん除去に影響を与えない注入方法の検証が必要

ちっ素ガス

酸素が少ない
状態で分解

 

脱水機

一層少ない水分

排熱

い水水水水水分分分分分分分分分分分少なないい水水水水水水分分分分分分分分分分分

( )

少ない水分

脱

大

小

小

大

第三世代型焼却システムのイメージ

第二世代型焼却システム 第三世代型焼却システム

電気

補助燃料

脱水機

水分が少ない汚泥

発電機

排熱で発電

補助燃料
電気 年間

水分が一層
少ない汚泥

超低含水率型
脱水機

エネルギー自立型
焼却炉

白煙防止器で使用

一部の排熱を循環

一部の排熱を循環

白煙防止器で使用

潜熱を放出

顕熱を放出

潜熱を放出

●雨水排除の信頼性向上に寄与する開発



12 くらしと下水道
◆料金のしくみ
　下水道事業は、お客さまからいただく下水道料金
収入で支えられています。下水道料金は、汚水の排
出量をもとに計算します。なお、徴収経費の節減、
支払いの利便性などの理由により、多くは2か月ご
とに下水道料金を徴収させていただいております。
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●下水道料率表（１か月分）

※下水道料金は、上表で算出した金額に100分の108（消費税相当額）を乗じたものです。
※水道水のほかに、井戸水等をあわせて流している場合は、合計した汚水排出量に上表
の料率が適用されます。

◆宅地内の排水設備工事には届出が必要です
　23区内の宅地内の排水設備工事には、工事の7日前までに、下水道局への届出が必要です。
　届出の際には、お客さまに排水設備を安心してお使いいただくために、浸水対策や排水管のつまり防
止、臭気対策等の指導もあわせて行っています。

［汚水の排出量の計り方］
　●水道水の場合
水道の使用量を汚水排出量とみなします。

　●水道水以外の水（井戸水等）の場合
揚水ポンプの稼働時間を計測する時間計を設置するなどして、汚水排出
量を認定します。
※製氷業などのように使用水量と汚水排出量が著しく異なる事業を営む方
は、下水道局経理部業務管理課03（5320）6573または各下水道事務所へ
ご相談ください。

［下水道料金の減免措置］
次の場合には、下水道料金が減免されます。
・生活扶助世帯等
・公益上その他特別の事情があると認めたとき

［一時使用］
建築工事等に伴い一時的に下水道に流す場合、一時使用届の提出が必
要です。なお、これらの排水についても下水道料金の対象となります。

●計算例（１か月）

◆排水処理装置のない単体ディスポー
ザは設置できません。

　東京都下水道条例施行規程により、２３区では単体デ
ィスポーザは設置できません。
　設置できるのは、ディスポーザで粉砕された生ごみ
を含む排水を処理する排水処理槽が付属する「ディス
ポーザ排水処理システム」で、日本下水道協会が作成
した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム
性能基準（案）（平成25年3月）」による規格適合評価
及び製品認証を受けたシステムです。このシステムを
設置する場合や粉砕機等を交換する場合も、事前に下
水道局へ「ディスポーザ排水処理システムの維持管理
等に関する計画書」などの届出が必要です。

◆宅地内雨水浸透施設
　都市化が進行している東京では、雨水が地下に浸透
しにくくなったことが、都市型水害の原因の一つとなっ
ています。
　また、合流式下水道地域では、大雨が降ると汚水混
じりの雨水が、川や海へ流出し、水質汚濁の一因となっ
ています。
　こうした現象への対策のひとつとして、東京都では区
と連携し、宅地内の雨水を地下へ浸透させる宅地内雨
水浸透施設の設置について協力をお願いしています。

◆東京都の下水道事業を支える事業運営体制

◆未来を見据えた体制づくり
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　東京都の下水道事業は、事業実施に責任を持つ下水
道局を中心として、下水道局、監理団体及び民間事業者
がそれぞれの特性を活かした役割分担のもと協働し、
運営していくこととしており、この考え方に沿って基
本的な事業運営体制を構築してきました。

下水道局が直営で実施する業務経営方針の策定、施設
の建設・重要な維持管理、水質規制などの根幹業務
監理団体が実施する業務専門的技術を活かしつつ下
水道局と密接に連携して行う必要のある業務
民間事業者が実施する業務定型業務をはじめ民間事
業者で可能な業務

　引き続き、上記の役割分担に基づく事業運営体制の
構築を進めるとともに、下水道局、監理団体及び民間事
業者の連携を一層強化していきます。

　とりわけ下水道局の事業を補完・代行する役割を担
っている監理団体の活用をさらに進め、効率的な事業
運営をしていきます。
（例）区部水再生センターにおける水処理業務の委託
　　　出張所の業務委託
　　　工事監督・設計業務の効率化　など

　三者の役割分担については、最少の経費で最良のサ
ービスを安定的に提供していくため、社会経済状況の
変化などを踏まえて不断の見直しを行っていきます。

下水道事業を支える事業運営体制

◆監理団体（ＴＧＳ）を活用した効率的な事業運営

　将来にわたって下水道サービスを安定的に提供して
いくためには、下水道事業を支えるパートナーであり、
監理団体として下水道局の事業を補完・代行するＴＧ
Ｓとの連携をより緊密にしていくことが欠かせませ
ん。今後も、サービス向上や事業運営の効率化の観点か
ら、ＴＧＳの活用を一層進めていきます。

　事業運営に責任を持つ下水道局は、効率性だけでな
く、公益性やサービスの質、経営の透明性などの様々な
観点から、監理団体であるＴＧＳに対して適切な指導
監督を行っていきます。

　下水道局とＴＧＳが、下水道施設の維持管理業務の
委託などを通じて、多岐にわたり専門性の高い現場を
一体となって担うことで、事業運営に不可欠な技術や
ノウハウを共有・蓄積していきます。

ＴＧＳ社員による下水道管の点検作業の様子

・

・

・

あ   す



貸借対照表（区部・流域合計）

◆平成26年度 予算のあらまし
　平成26年度予算は、「経営計画2013」で掲げた主要施策を着実に実施し、お客さまの安全・安心を支える施策を強
化・スピードアップするとともに、快適な水環境の創出とエネルギー対策の両立に取り組むことを基本方針として編成
いたしました。
　職員一人ひとりが常にお客さまの視点に立ち、下水道サービスの更なる向上に向けて全力で取り組んでまいります。

◆平成25年度　決算のあらまし
　区部公共下水道事業と流域下水道事業を合わせた決算の状況は、次のとおりです。
　収益的収支については、収入約3,125億円、支出約2,884億円となり、純利益は約241億円となりました。
　資本的収支については、収入約2,266億円、支出約4,396億円（翌年度繰越工事資金を含む）となり、約
2,129億円の資金不足となりましたが、損益勘定留保資金等により補塡しました。
※計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため、合計などと一致しない場合があります。
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平成26年3月31日
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平成26年3月31日平成26年3月31日

流域下水道事業

収益的収入
368億円

収益的支出
385億円

市町村維持
管理負担金
118（32%）

一般会計繰入金 62（17%）

その他
188（51%）

維持管理費
136（35%）

企業債利子 12（3％）

減価償却費等
237（62％）

収益的収支（事業の管理・運営にかかわる収支）

資本的収入
141億円

資本的支出
202億円

企業債
29

（21％）
国庫補助金
82（58％）

不足額※
61

建設費
142（70％）

企業債元金償還金 42（21％）

市町村建設負担金 28（20％） その他 2（1％）

改良費 18（9％）

資本的収支（施設の建設・改良などにかかわる収支）

※資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。

収益的収支（事業の管理・運営にかかわる収支）

区部公共下水道事業

収益的収入
4,161億円

下水道料金
1,709 （41%）

一般会計繰入金
1,295 （31%）

その他
1,157 （28%）

下水道料金
100円のゆくえ

汚水を水再生センター
まで運ぶ経費

汚水をきれいに
する経費

料金徴収
その他の費用

施設の建設・改良に
かかった借入金の利息

施設の建設・改良に
かかった借入金の
返済等

15円

19円

12円
8円

46円
100円

収益的支出
3,310億円

維持管理費
1,095 （33%）

企業債利子
389（12%）

減価償却費等
1,826 （55%）

資本的収入
2,030億円

企業債
1,063（52%）

一般会計繰入金 459（23%）

その他 31（2%）

その他
461（11%）

建設費の
主な使い道

資本的支出
4,187億円

建設費
1,550（37%）

改良費 345（8%）

企業債元金償還金
1,831（44%）

資本的収支（施設の建設・改良などにかかわる収支）

国庫補助金 477（23%）

不足額※
2,157

再構築

816億円
（53％）

建設費

1,550億円

震災対策　

260億円
（17％）

地球温暖化対策

111億円
（7％）

合流式下水道の
改善

49億円
（3％）

浸水対策

209億円
（14％）

その他

82億円
（5％）

高度処理

23億円
（1％）

　

●収益的収支及び資本的収支（区部・流域合計） ●貸借対照表（区部・流域合計）

◆流域下水道事業

◆区部公共下水道事業

13 財政のあらまし

（1）建設費
　建設費は、管きょ、ポンプ所、水再生センター等を建設す
るために必要な費用です。
　この建設費は、国費、企業債（長期借入金）及び都費（都
税など）によってまかなわれています。

（2）経営費
　経営費は、下水道事業を経営していくために必要な施設の
維持管理、利息の支払いなどにかかる費用です。
　この経営費のうち、汚水の処理にかかる経費は下水道料金
で、雨水の排除にかかる経費等は都費（都税など）でまかな
われています。

（1）建設費
　流域下水道の建設費は、国費、企業債（都）、都費及び市町
村建設負担金等によってまかなわれています。

（2）経営費
　流域下水道の施設の維持管理に要する経費は、関係市町村か
ら徴収する維持管理負担金でまかなわれています。また、資本費
は、都の一般会計の負担となっています。
　なお、維持管理負担金は流入水量1m3 当たり38円となって
います。
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国　費
国費

交付

国費

交付

国　費●流域下水道事業の財政

●財政のしくみ
　東京都の流域下水道事業は地方公営企業として運営
されており、維持管理費や建設費の一部につき関係市
町村に負担を求めています。

●財政のしくみ
　区部の下水道事業は、地方公営企業法に基づき地方
自治体が経営する企業として運営されています。そし
て、事業に必要な経費は経営に伴う収入（下水道料
金）をもって充てるという独立採算の原則に基づき経
営が行われています。

●区部公共下水道事業の財政

国　　　　　費

国　費

《雨水・汚水の負担割合》
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15 東京の下水道のあゆみ
明治17
明治41
大正 2
大正11
昭和18
昭和28
昭和36
昭和37
昭和39

昭和43
昭和45
昭和58
昭和59

昭和61
昭和62

昭和63
平成 4
平成 6

平成 7

平成 8
平成10
平成13
平成14
平成15
平成16
平成17
平成18
平成22
平成23

平成25

平成26

1884
1908
1913
1922
1943
1953
1961
1962
1964

1968
1970
1983
1984

1986
1987

1988
1992
1994

1995

1996
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2010
2011

2013

2014

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

レンガ積み暗きょの「神田下水」着工
「東京市下水道設計」告示（4月）
「東京市下水道設計」第１期工事として第2区（今の三河島処理区）着工
三河島汚水処分場が運転開始（3月）
下水道使用料金を徴収開始
「汚水処分場」を「下水処理場」に改称
汚泥処理工場の運転開始（芝浦）
下水道局が発足（4月）
「東京都市計画下水道」を変更、23区全域に下水道計画ができる（2月）
落合処理場が運転開始、世界で初めて処理施設上部を公園として開放（3月）
三河島処理場の処理水を工業用水道水に利用（8月）
多摩川流域下水道建設事業を都が行い、所管を下水道局と庁議で決定（6月）
下水道法改正（公共用水域の水質保全に資することを明記）
南部スラッジプラントが運転開始（10月）
多摩川上流処理場の高度処理水を利用して「野火止用水」清流復活（8月）
落合処理場の高度処理水を利用して新宿副都心水リサイクルセンターが運転
開始（10月）
下水道台帳情報システム（ＳＥＭＩＳ）が運用開始（4月）
落合処理場で下水熱利用システム（アーバンヒート）運転開始（1月）
落合処理場で高度処理施設（急速ろ過）が運転開始（4月）
東京域レーダー雨量計システム（東京アメッシュ500）開局（6月）
「第二世代下水道マスタープラン」を策定（7月）
「神田下水」東京都指定史跡に指定される（3月）
文京区後楽一丁目地区の地域冷暖房事業開始（7月）
区部下水道普及率100％概成（3月）
落合処理場の高度処理水を利用して「城南三河川」の清流復活（3月）
南部スラッジプラントで軽量細粒材化施設が運転開始（4月）
下水道料金の改定（6月）
「下水道構想2001」を策定（3月）
「東京アメッシュ」インターネット公開（4月）
「三河島処理場旧主ポンプ室」が東京都指定有形文化財に指定される（3月）
「下水処理場」を「水再生センター」に改称（4月）
下水道台帳情報のインターネット公開（4月）
多摩川上流・八王子水再生センター間連絡管通水（４月）
「アースプラン２０１０」を策定（２月）
東日本大震災に伴う下水道施設復旧のため宮城県仙台市、千葉県浦安市、千葉県
香取市へ支援隊を派遣（３月～）
「経営計画２０１３」を策定（２月）
重要文化財「旧三河島汚水処分場喞筒場施設」一般公開開始（４月）
「東京都虹の下水道館」リニューアルオープン（４月）
「下水道技術実習センター」開設（１０月）
北多摩一号・南多摩水再生センター間連絡管・見える化施設完成（１０月）
「豪雨対策下水道緊急プラン」策定（１２月）
東尾久浄化センター西日暮里系ポンプ室完成（５月）
「スマートプラン２０１４」策定（６月）

▲東京市下水道設計図（明治41年）

▲大正時代の浅草公園裏下水道管マンホール工事

▲世界初の上部利用公園（落合処理場）（昭和39年）

▲神田下水が東京都指定史跡に指定（平成6年）

▲下水道技術専門の大規模な実習施設「下水道
　技術実習センター」を開設（平成25年）

●市町村問い合わせ先

八王子市

立 川 市

武蔵野市

三 鷹 市

青 梅 市

府 中 市

昭 島 市

調 布 市

042（626）3111

042（523）2111

0422（51）5131

0422（45）1151

0428（22）1111

042（364）4111

042（544）5111

042（481）7111

町 田 市

小金井市

小 平 市

日 野 市

東村山市

国分寺市

国 立 市

福 生 市

042（722）3111

042（383）1111

042（341）1211

042（585）1111

042（393）5111

042（325）0111

042（576）2111

042（551）1511

狛 江 市

東大和市

清 瀬 市

東久留米市

武蔵村山市

多 摩 市

稲 城 市

羽 村 市

03（3430）1111

042（563）2111

042（492）5111

042（470）7777

042（565）1111

042（375）8111

042（378）2111

042（555）1111

あきる野市

西東京市

瑞 穂 町

日の出町

檜 原 村

奥多摩町

042（558）1111

042（464）1311

042（557）0501

042（597）0511

042（598）1011

0428（83）2111

市町村 電話番号 市町村 電話番号 市町村 電話番号 市町村 電話番号
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14 下水道局の組織

総務部・職員部・経理部・計画調整部
施設管理部・建設部

流域下水道本部

新宿区西新宿2－8－1

立川市錦町1－7－26

03（5321）1111 （都庁代表）

042（527）4827

●下水道事務所　
●出　　張　　所　

●基幹施設再構築事務所　

●水再生センター等　

●本局

芝浦水再生センター

三河島水再生センター

砂町水再生センター

東部スラッジプラント

有明水再生センター

中川水再生センター

小菅水再生センター

葛西水再生センター

落合水再生センター

中野水再生センター

みやぎ水再生センター

港区港南1－2－28

荒川区荒川8－25－1

江東区新砂3－9－1

江東区新砂3－8－1

江東区有明2－3－5

足立区中川5－1－1

葛飾区小菅1－2－1

江戸川区臨海町1－1－1

新宿区上落合1－2－40

中野区新井3－37－4

足立区宮城2－1－14

千代田
中央
港（台場を除く）
渋谷
文京
台東
豊島
荒川
墨田
港（台場に限る）
江東
品川（東八潮に限る）
足立
葛飾
江戸川
新宿
中野
杉並
北
板橋
練馬
品川（東八潮を除く）
目黒
大田
世田谷

千 代 田 出 張 所
中 央 出 張 所
港 出 張 所
渋 谷 出 張 所
文 京 出 張 所
台 東 出 張 所
豊 島 出 張 所
荒 川 出 張 所
墨 田 出 張 所

江 東 出 張 所

足 立 出 張 所
葛 飾 出 張 所
江 戸 川 出 張 所
新 宿 出 張 所
中 野 出 張 所
杉 並 出 張 所
北 出 張 所
板 橋 出 張 所
練 馬 出 張 所
品 川 出 張 所
目 黒 出 張 所
大 田 出 張 所
世 田 谷 出 張 所

03（3270）7325
03（3668）8661
03（3798）5243～4
03（3400）9477～8
03（5976）2516～7
03（5821）2401,2403
03（3989）8523～4
03（3895）1027
03（3622）7005

03（3645）9273

03（3855）7411
03（3602）5755
03（5658）4481～2
03（3363）9931～2
03（5343）5651～2
03（3394）9457～8
03（3969）6490～1
03（5965）2161～2
03（5999）5650
03（3495）0351～2
03（3491）7867～8
03（3764）3691　
03（5477）2120～2

03（3472）6411

03（3802）7997

03（5632）2180

03（3649）9411

03（5564）2035

03（3606）2812

03（5680）1993

03（5605）9992

03（3366）6964

03（3919）7458

第一基幹施設再構築事務所
第二基幹施設再構築事務所

台東区蔵前2－1－8

港区港南1－2－28

03（3862）8220

03（5781）8201

新河岸水再生センター

浮間水再生センター

森ヶ崎水再生センター

南部スラッジプラント

北多摩一号水再生センター

南多摩水再生センター

北多摩二号水再生センター

浅川水再生センター

多摩川上流水再生センター

八王子水再生センター

清瀬水再生センター

板橋区新河岸3－1－1

北区浮間4－27－1

大田区大森南5－2－25

大田区城南島5－2－1

府中市小柳町6－6

稲城市大丸1492

国立市泉1－24－32

日野市石田1－236

昭島市宮沢町3－15－1

八王子市小宮町501

清瀬市下宿3－1375

03（3930）9731

03（3969）2457

03（3744）5981

03（3799）1201

042（365）4302
 

042（572）7711

042（581）9787

042（545）4120

042（494）1451

水再生センター名 所　在　地 電　　話

事　務　所　名 所　在　地 電　　　話

部　　　名 所　在　地 電　　　話

下水道事務所／所在地／電話

中部下水道事務所
千代田区大手町2－6－2　03（3270）8317

北部下水道事務所
台東区蔵前2－1－8　03（5820）4345

東部第一下水道事務所
江東区東陽7－1－14　03（3645）9643

東部第二下水道事務所
葛飾区小菅1－2－1　03（5680）1268

西部第一下水道事務所
中野区新井3－37－4　03（5343）6200

西部第二下水道事務所
北区浮間4－27－1　03（3969）2311

南部下水道事務所
大田区雪谷大塚町13－26　03（5734）5031

所管区域 出張所名 電　　話

水再生センター名 所　在　地 電　　話

※多摩地域については各市町村が担当しています。
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●蔵前水の館
　実際に使用している下水道幹線のマンホールを活用して、地下に隠れた下水道を見学できます。

●国指定重要文化財　旧三河島汚水処分場喞筒（ポンプ）場施設
　高い歴史的価値が認められ、平成19年に重要文化財に指定されました。

●水再生センター施設見学
　水再生センターでは、土・日曜日、休日、年末年始を除いて見学を受け付けています。
　見学予約及び内容等の詳細については、
　23区内の水再生センターの場合は《見学受付窓口　03-3241-0944　受付時間　9：00～17：00（平日のみ）》
　多摩地域の水再生センターの場合は、各水再生センターへお問い合わせください。

●東京都虹の下水道館

　東京都虹の下水道館は､お台場有明地区にある東京都下
水道局の広報施設です。館内の｢レインボータウン｣を舞台
に､普段入ることのできない下水道管やポンプ所､中央監
視室､水質検査室で下水道の仕事を体験し､下水道に携わ
る人の思いや工夫に気づくことができます。
　｢下水道ってすごい！おもしろい！ありがたい！｣そん
な感動がたくさん詰まっている施設です｡ぜひ虹の下水道
館にご来館ください。

見学施設のご案内


